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役員報酬制度の改訂に関するお知らせ 

 

当社は、2025年５月 13日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

を対象とした役員報酬制度において、業績連動型賞与の導入について決議いたしましたのでお知

らせいたします。 
 

記 
 

１． 改訂の目的 

当社の取締役の報酬等の算定方針は、取締役が果たすべき役割の一つであるステークホ

ルダーへの利益還元実績に基づくものとしており、株主の皆様への還元である配当実績な

らびに従業員への還元である賞与支給実績およびベースアップ実績を主要な算定指標とし

ております。他方、変化が激しく不透明な経営環境が続く昨今において、当社の持続的な

企業価値の向上に向けて、当社グループの先頭に立ち業績を牽引していくことが重要であ

るという観点から、一層のインセンティブを引き出すことを目的として本制度を導入いた

します。 

 

２． 改訂の内容 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2019 年６月 27 日開

催の定時株主総会において、年額 200百万円以内とご決議いただいております。 

報酬等の内容につきましては、基本報酬および譲渡制限付株式報酬としており、基本報

酬の内枠において、算定における指標の変動幅に応じた額を賞与として支給しておりまし

たが、今般の改訂においてこの賞与支給を廃し、営業利益額を指標とした業績連動型賞与

を導入することといたします。 

算定基準につきましては、指標となる営業利益額において「未達」であった場合の係数

を“０”として、達成度合いに応じた係数を乗じることで算定することとしております。 

なお、本制度は 2026 年３月期から導入することといたします。 

 

改訂前 改定後 

１．基本報酬 

※内枠に賞与を含む 

１．基本報酬 

２．業績連動型賞与 

２．譲渡制限付株式報酬 ３．譲渡制限付株式報酬 

 

以 上 


